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は
じ
め
に

本
稿
は
、
ベ
ル
ギ
ー
保
安
処
分
論
の
展
開
を
概
観
す
る
た
め
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、
そ
の
萌
芽
と
さ
れ
る
「
精
神
異
常
者
及
び
常

習
犯
人
に
対
す
る
社
会
防
衛
に
関
す
る
一
九
三
〇
年
四
月
九
日
の
法
律
（La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des 

anorm
aux et délinquants d'habitude

）」
の
内
容
を
紹
介
し
、
こ
れ
に
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
現
在
、
刑
罰
と
保
安
処
分
の
二
元
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
淵
源
を
辿
っ
て
い
く
と
、
社
会
防
衛
の
必
要
性
が

強
調
さ
れ
、
立
法
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
、
一
九
三
〇
年
法
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
三
〇
年
法
は
、A

dolphe PRIN
S

（
１
）の

支
持
す
る
観
念
に
着
想
を
え
て
い
る
。PRIN

S

は
、
公
的
平
和
を
乱
す
特
定
の
人
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
対
し
て
取
ら
れ
る
措
置
を
正
当
化
し
、
社
会
に
は
自
ら
防
衛
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
的
背

景
の
下
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
一
九
三
〇
年
、
精
神
異
常
者
及
び
累
犯
者
を
対
象
と
し
、
社
会
防
衛
を
前
面
に
押
し
出
し
た
本
法
律
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
る（

２
）。

　

日
本
で
も
、
自
覚
的
か
無
自
覚
的
か
は
さ
て
お
き
、
再
犯
予
防
の
名
の
下
に
、
保
安
処
分
な
い
し
保
安
的
措
置
の
導
入
が
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
近
時
の
日
本
で
は
、「
保
安
処
分
」
と
い
う
表
現
は
あ
る
意
味
で
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る

風
潮
も
あ
り
、
保
安
処
分
論
が
十
分
に
成
熟
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

社
会
防
衛
が
語
ら
れ
始
め
た
当
時
の
状
況
を
参
照
し
、
具
体
化
さ
れ
た
法
律
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
、
再
犯
予
防

を
目
的
と
し
た
立
法
を
精
査
す
る
際
の
理
論
的
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に
も
有
益
と
思
わ
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
一
九
三
〇
年
法
が
登
場
す
る
以
前
の
状
況
、
及
び
、
一
九
三
〇
年
法
成
立
以
降
の
状
況
を
概
観
し
つ
つ
、
同
法
の
内
容
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

（法政研究 85－３・４－34）
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第
１
章　

ベ
ル
ギ
ー
保
安
処
分
論
の
展
開

一　

一
九
三
〇
年
以
前
の
状
況

　

ベ
ル
ギ
ー
一
八
六
七
年
刑
法
典
は
、
い
わ
ゆ
る
古
典
学
派
の
観
念
に
則
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
理
性
的
な
人
間
像
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。

即
ち
、
人
間
は
、
本
来
、
理
性
を
備
え
た
存
在
で
あ
り
、
善
悪
を
選
択
す
る
自
由
を
有
し
て
い
る
が
故
に
、
社
会
が
処
罰
対
象
と
す
る
の
は
、

自
由
意
思
を
悪
用
し
た
者
で
あ
る
と
さ
れ
た（

３
）。

一
八
六
七
年
刑
法
典
は
、
心
神
喪
失
者
と
正
常
者
を
区
別
し
、
第
七
一
条（

４
）で

完
全
な
心
神
喪

失
者
に
不
処
罰
を
保
障
し
た
。

　

ま
た
、
一
九
三
〇
年
法
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
行
刑
の
展
開
は
、
立
法
的
に
担
保
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
行

政
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た（

５
）。

行
為
時
に
心
神
喪
失
状
態
で
あ
っ
た
者
は
、
予
審
段
階
で
は
予
審
免
訴
、
判
決
段
階
で
は
無
罪
判
決
を
受
け
る

が
、
そ
の
際
、
主
席
検
察
官
は
、
収
容
所
へ
の
拘
禁
を
請
求
す
る
余
地
が
あ
っ
た（

６
）。

　

他
方
、
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
は
、
聾
唖
者
（sourd et m

uet

）
に
関
す
る
規
定（

７
）は

有
し
て
い
た
も
の
の
、
精
神
異
常
者
（anorm

aux

）

に
関
す
る
一
般
規
定
を
も
た
な
か
っ
た
。
聾
唖
者
以
外
の
精
神
障
害
者
は
、
従
っ
て
、
自
己
の
犯
罪
行
為
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
、
刑
罰
が

科
さ
れ
て
い
た（

８
）。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
批
判
し
、
社
会
的
危
険
性
の
高
い
人
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
広
く
対
象
と
す
る
、
社
会
防
衛
措
置
の
導
入
を
推
奨
し
た
の

が
、
上
述
のPRIN

S

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
社
会
は
自
ら
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
一
九
三
〇
年
法
は
、

危
険
性
が
高
い
犯
罪
者
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
即
ち
、
精
神
異
常
者
と
累
犯
者
を
社
会
環
境
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
目
的

に
応
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（85－３・４－35）
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二　

一
九
三
〇
年
法
の
特
徴

　

一
九
三
〇
年
法
に
は
、
二
つ
の
目
的
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
被
収
容
者
に
必
要
な
治
療
を
提
供
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
危
険

性
を
有
す
る
者
か
ら
社
会
を
防
衛
す
る
こ
と
で
あ
る（

９
）。

　

主
な
改
正
点
は
、
精
神
障
害
に
関
し
て
、
行
政
上
の
拘
禁
手
続
か
ら
司
法
上
の
収
容
手
続
に
移
行
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
、
措
置
対
象
者
の

拡
大
が
図
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
批
判
を
受
け
て
、
心
神
喪
失
者
の
み
な
ら
ず
、「
自
己
の
行
動
の
制
御
を
不

可
能
に
す
る
、
精
神
不
安
定
ま
た
は
精
神
遅
滞
」
に
ま
で
、
措
置
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

　

ま
た
、
累
犯
者
に
対
し
て
は
、
従
来
の
累
犯
加
重
の
枠
組
み
は
維
持
し
つ
つ
も
、
警
察
の
特
別
監
視
を
廃
止
し
、
特
別
な
施
設
へ
の
収
容

措
置
を
導
入
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

）
（（
（

。

第
２
章　

精
神
異
常
者
及
び
常
習
犯
人
に
対
す
る
社
会
防
衛
に
関
す
る
一
九
三
〇
年
四
月
九
日
の
法
律

一　

精
神
異
常
者
に
対
す
る
措
置

１　

観
察
措
置

ａ）　

概
要

　

観
察
措
置
が
命
じ
ら
れ
う
る
要
件
は
、
①
被
疑
者
が
心
神
喪
失
（dém

ence

）
状
態
に
あ
る
か
、
ま
た
は
、
自
己
の
行
動
の
制
御
を
不

可
能
に
す
る
、
精
神
不
安
定
（déséquilibre m

ental

）
も
し
く
は
精
神
遅
滞
（débilité m

entale

）
の
重
大
な
状
態
に
あ
る
こ
と
、
②

法
律
が
予
防
拘
禁
（détention préventive

）
を
許
容
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
予
審
裁
判
所
及
び
判
決
裁

判
所
は
、
対
象
者
を
行
刑
セ
ン
タ
ー
付
属
の
精
神
医
療
施
設
で
観
察
に
付
す
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
決
定
の
即
時
執
行
を

（法政研究 85－３・４－36）
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命
じ
る
（
一
九
三
〇
年
法
第
一
条
［
以
下
、
特
に
明
記
し
な
い
場
合
は
一
九
三
〇
年
法
を
指
す
］）。

　

精
神
異
常
の
重
大
な
状
態
は
、
訴
追
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
時
に
完
全
に
有
責
で
あ
っ
て
も
、
事
後
に
精
神
異
常
に

な
っ
た
場
合
は
、
本
法
が
適
用
さ
れ
る

）
（1
（

。
逆
に
、
精
神
障
害
が
行
為
時
に
存
在
し
た
が
、
裁
判
時
に
解
消
し
た
場
合
、
本
法
は
適
用
さ
れ
ず
、

本
来
的
な
刑
法
の
適
用
領
域
に
戻
る

）
（1
（

。
ま
た
、
本
法
第
一
条
は
、
激
情
、
ま
た
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
毒
物
も
し
く
は
麻
薬
の
一
時
的
な
摂
取

に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
一
過
性
の
障
害
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い

）
（1
（

。

ｂ）　

手
続

　

こ
の
措
置
は
、
終
局
決
定
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
手
続
段
階
で
、
被
疑
者
及
び
そ
の
弁
護
人
の
意
見
が
聴
取
さ
れ
た
上
で
、
検
察
官
の
請
求
ま

た
は
被
疑
者
も
し
く
は
そ
の
弁
護
人

）
（1
（

の
申
立
て
に
基
づ
い
て
、
実
施
さ
れ
う
る
（
第
二
条
）。

　

法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
、
判
事
は
観
察
を
命
じ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
命
じ
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い

）
（1
（

。

　

観
察
措
置
の
請
求
及
び
申
立
て
は
、
①
移
送
命
令
ま
で
は
評
議
部
、
②
移
送
命
令
か
ら
判
決
ま
で
は
軽
罪
裁
判
所
、
③
控
訴
か
ら
判
決
ま

で
は
軽
罪
控
訴
部
、
④
移
送
命
令
か
ら
判
決
の
通
知
ま
で
は
控
訴
院
弾
劾
部
、
⑤
管
轄
決
定
の
審
級
の
間
も
控
訴
院
弾
劾
部
、
⑥
移
送
決
定

の
通
知
か
ら
は
重
罪
法
院
ま
た
は
重
罪
法
院
が
開
廷
期
で
な
い
場
合
に
は
控
訴
院
弾
劾
部
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
る
（
第
三
条
第
一

項
）。
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
以
内
に
決
定
が
下
さ
れ
る
（
第
三
条
第
二
項
）。
検
察
官
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
任
を
負
う
裁

判
所
の
長
は
、
三
日
前
ま
で
に
、
出
頭
の
場
所
及
び
日
時
を
書
記
課
で
管
理
さ
れ
る
特
別
な
登
録
簿
に
記
載
さ
せ
る
（
第
三
条
第
三
項
）。

書
記
官
は
、
そ
れ
を
書
留
郵
便
で
被
告
人
及
び
そ
の
弁
護
人
に
通
知
す
る
（
第
三
条
第
四
項
）。
一
件
書
類
は
、
四
八
時
間
、
被
疑
者
の
弁

護
人
が
自
由
に
利
用
で
き
る
（
第
三
条
第
五
項
）。
被
疑
者
は
、
常
に
、
自
ら
が
選
ん
だ
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
観

察
措
置
の
時
宜
性
に
つ
い
て
自
ら
の
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
条
第
六
項
）。

（85－３・４－37）
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ｃ）　

控
訴

　

検
察
官
及
び
被
疑
者
は
、
観
察
措
置
を
命
じ
ま
た
は
拒
否
す
る
、
評
議
部
及
び
軽
罪
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
控
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
第
四
条
第
一
項
）。
な
お
、
刑
事
に
関
す
る
控
訴
ま
た
は
破
棄
の
申
立
て
は
、
被
拘
禁
者
ま
た
は
被
収
容
者
に
よ
っ
て
、
当
該
施
設
の
長
に

対
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
申
立
て
は
、
書
記
課
で
受
領
さ
れ
ま
た
は
書
記
官
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
る
申
立
て
と
同
様
の
効
力
を
有
す
る

）
（1
（

。

ｄ）　

決
定

　

前
条
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
評
議
部
で
決
定
が
下
さ
れ
る
（
第
五
条
第
一
項
）
が
、
被
疑
者
が
要
求
す
る
場
合
、
公
の

秩
序
ま
た
は
良
俗
を
危
殆
化
し
な
い
限
り
で

）
（1
（

、
審
理
の
公
開
が
命
じ
ら
れ
る
（
第
五
条
第
二
項
）。

　

観
察
措
置
の
期
間
は
、
最
長
一
月
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
満
了
時
、
観
察
が
な
お
不
完
全
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
観
察
措
置
を
命
じ
た
裁

判
所
、
ま
た
は
、
そ
の
裁
判
所
が
開
廷
期
で
な
い
場
合
に
は
控
訴
院
弾
劾
部
は
、
最
長
一
月
、
観
察
の
延
長
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
延
長
は
更
新
さ
れ
う
る
が
、
観
察
措
置
は
い
か
な
る
場
合
も
六
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
（
第
六
条
第
一
項
）。
被
疑
者
は
、
観
察
の
時

宜
性
に
関
し
て
自
ら
が
選
ん
だ
医
師
の
診
断
を
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
た
め
、
観
察
の
早
期
終
了
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る

）
（1
（

。
第

三
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
観
察
措
置
の
手
続
は
、
延
長
請
求
に
適
用
さ
れ
る
（
第
六
条
第
二
項
）。
観
察
措
置
が

終
了
し
た
際
、
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
被
疑
者
は
、
第
七
条
に
従
っ
て
即
時
収
容
が
命
じ
ら
れ
な
い
限
り
、
拘
置
所
ま
た
は
重
罪
拘
置

所
に
戻
さ
れ
る
（
第
六
条
第
三
項
）。

２　

収
容
措
置

ａ）　

概
要

　

こ
こ
で
、
ま
ず
、
観
察
と
収
容
の
相
違
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
観
察
は
、
犯
罪
行
為
者
が
現
に
自
己
の
行
動
を
制
御
不
可
能
に
す

る
精
神
異
常
の
重
大
な
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
が
、
本
法
第
七
条
以
下
で
規
定
さ
れ
る
収
容
は
、
社
会
防

（法政研究 85－３・４－38）
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衛
措
置
で
あ
っ
て
、
精
神
異
常
者
か
ら
社
会
を
保
護
し
、
精
神
異
常
者
の
錯
乱
か
ら
精
神
異
常
者
自
身
を
守
る
た
め
の
措
置
で
あ
る

）
11
（

。

　

収
容
の
要
件
は
、
①
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
行
為
を
し
た
こ
と
、
及
び
、
②
被
疑
者
が
現
に
第
一
条
に
定
め
ら
れ
る
状
態
の
一

つ
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
判
決
裁
判
所
、
及
び
、
政
治
ま
た
は
出
版
に
関
す
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
が
問
題
と
な
る
場
合
で
な
い
限

り
で
、
予
審
裁
判
所
は
、
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
組
織
さ
れ
た
特
別
な
施
設
の
一
つ
へ
の
即
時
収
容
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
七
条

第
一
項
）。

　

収
容
期
間
は
、
第
一
九
条
に
示
さ
れ
る
区
別
に
従
い
、
五
年
、
一
〇
年
ま
た
は
一
五
年
で
あ
る
（
第
七
条
第
二
項
）。
即
ち
、
収
容
期
間
は
、

原
則
五
年
、
行
為
が
徒
刑
ま
た
は
特
別
も
し
く
は
無
期
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る
場
合
は
一
〇
年
、
行
為
が
死
刑
で
処
罰
さ
れ
る
場
合
は
一
五

年
と
な
る
（
第
一
九
条
）。

ｂ）　

控
訴

　

収
容
を
命
じ
ま
た
は
拒
否
す
る
評
議
部
及
び
判
決
裁
判
所
の
決
定
は
、
控
訴
院
弾
劾
部
に
控
訴
さ
れ
う
る
。
そ
の
際
の
申
立
て
は
、
軽
罪

裁
判
所
の
書
記
課
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
八
条
）。

ｃ）　

決
定

　

被
疑
者
が
要
求
す
る
場
合
、
評
議
部
及
び
控
訴
院
弾
劾
部
は
、
証
人
の
意
見
を
聴
取
し
、
公
の
秩
序
ま
た
は
良
俗
を
危
殆
化
し
な
い
限
り

で
、
審
理
の
公
開
を
命
じ
る
（
第
九
条
）。

　

重
罪
法
院
に
お
い
て
被
疑
者
が
第
一
条
に
定
め
ら
れ
る
状
態
の
一
つ
に
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
弁
護
側
が
提
案
す
る
場
合

に
は
、
以
下
の
補
充
的
質
問
が
陪
審
に
提
示
さ
れ
る
。：「
被
告
人
が
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
実
行
し
た
と
認
め

ら
れ
る
か
。
被
告
人
が
、
心
神
喪
失
状
態
に
あ
る
か
、
ま
た
は
、
自
己
の
行
動
の
制
御
を
不
可
能
に
す
る
、
精
神
不
安
定
も
し
く
は
精
神
遅

滞
の
重
大
な
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
。」（
第
一
〇
条
第
一
項
）。
こ
の
質
問
に
対
し
肯
定
的
回
答
が
え
ら
れ
た
場
合
、
重
罪
法
院
は
、

収
容
決
定
を
下
す
（
第
一
〇
条
第
二
項
）
が
、
政
治
ま
た
は
出
版
に
関
す
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
が
問
題
と
な
る
場
合
は
、
法
院
及
び
陪
審
員

（85－３・４－39）
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の
全
員
一
致
が
条
件
と
な
る
（
第
一
〇
条
第
三
項
）。

　

収
容
決
定
が
下
さ
れ
る
と
、
被
疑
者
ま
た
は
被
告
人
は
、
行
刑
セ
ン
タ
ー
付
属
の
精
神
医
療
施
設
に
送
致
さ
れ
る
（
第
一
一
条
第
二
項
）。

３　

委
員
会
の
構
成
及
び
権
限

　

行
刑
セ
ン
タ
ー
付
属
の
各
精
神
医
療
施
設
に
は
委
員
会
が
設
置
さ
れ
（
第
一
三
条
第
一
項
）、
こ
の
委
員
会
が
、
収
容
施
設
の
指
定
、
被

収
容
者
の
移
送
決
定
、
及
び
、
仮
釈
放
ま
た
は
終
局
的
釈
放
の
決
定
を
下
す
（
第
一
四
条
）。

　

委
員
会
は
、
①
控
訴
院
院
長
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
現
職
ま
た
は
名
誉
司
法
官
、
②
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
弁
護
士
会
構
成
員

（m
em

bre du barreau

）、
及
び
、
③
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
付
属
施
設
の
医
師
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
第
一
三
条
第
一
項
）。

委
員
会
の
構
成
員
の
任
期
は
、
一
年
で
あ
る
（
第
一
三
条
第
二
項
）。

　

審
理
は
非
公
開
で
行
わ
れ
る
（
第
一
七
条
）。
委
員
会
は
、
決
定
を
下
す
前
に
、
局
外
の
医
師
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
、
被
収

容
者
は
、
自
ら
の
選
定
し
た
医
師
に
よ
る
診
断
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
（
第
一
五
条
）。
管
区
の
主
席
検
察
官
、
施
設
長
、
被
収
容
者
及

び
そ
の
弁
護
人
は
、
意
見
を
聴
取
さ
れ
、
一
件
書
類
は
、
四
八
時
間
、
被
収
容
者
の
弁
護
人
に
よ
っ
て
閲
覧
さ
れ
う
る
（
第
一
六
条
）。

　

ち
な
み
に
、
個
人
の
収
容
が
行
政
的
に
命
じ
ら
れ
う
る
唯
一
の
場
合
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
で
有
罪
宣
告
を
受
け
、
拘

禁
中
、
心
神
喪
失
状
態
、
ま
た
は
、
自
己
の
行
動
の
制
御
を
不
可
能
に
す
る
、
精
神
不
安
定
も
し
く
は
精
神
遅
滞
の
重
大
な
状
態
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
者
は
、
第
一
三
条
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
の
一
致
し
た
意
見
に
基
づ
き
下
さ
れ
る
司
法
大
臣
の
決
定
に
従
い
、
政
府
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
組
織
さ
れ
た
特
別
な
施
設
の
一
つ
に
収
容
さ
れ
う
る
。
当
該
被
有
罪
宣
告
者
は
、
刑
期
満
了
時
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、

第
七
条
、
第
一
九
条
及
び
第
二
二
条
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
項
が
規
定
す
る
期
間
、
有
罪
判
決
を
宣
告
し
た
裁
判

所
の
決
定
に
よ
っ
て
、
上
記
施
設
に
と
ど
ま
り
う
る
が
、
既
に
執
行
さ
れ
た
拘
禁
刑
ま
た
は
収
容
の
期
間
が
場
合
に
よ
っ
て
は
控
除
さ
れ
る

（
第
二
三
条
）。

（法政研究 85－３・４－40）
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４　

釈
放

　

被
収
容
者
の
精
神
状
態
が
も
は
や
社
会
的
危
険
を
構
成
し
な
い
と
思
料
す
る
に
足
る
ほ
ど
に
改
善
さ
れ
て
い
る
場
合
、
委
員
会
は
釈
放
を

命
じ
る
（
第
二
〇
条
）。
被
収
容
者
を
仮
釈
放
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
釈
放
決
定
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
期
間
及

び
態
様
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
一
年
間
、
精
神
医
療
監
視
（surveillance psychiatrique

）
に
服
す
る
（
第
二
一
条
第
一
項
）。
仮
釈

放
者
が
も
は
や
精
神
障
害
の
兆
候
を
呈
し
て
い
な
い
場
合
、
釈
放
は
終
局
的
と
な
る
が
、
仮
釈
放
者
が
依
然
と
し
て
精
神
障
害
の
兆
候
を
呈

し
て
い
る
場
合
や
定
期
的
に
精
神
医
療
監
視
に
服
さ
な
い
場
合
に
は
、
仮
釈
放
者
が
現
在
す
る
管
区
の
主
席
検
察
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
先

に
収
容
さ
れ
て
い
た
付
属
の
精
神
医
療
施
設
に
再
収
容
さ
れ
る
（
第
二
一
条
第
二
項
）。

　

釈
放
が
委
員
会
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
主
席
検
察
官
は
、
期
間
の
満
了
前
、
収
容
を
命
じ
た
裁
判
所
に
手
続
を
遂
行
さ
せ

る
権
限
を
有
す
る
（
第
二
二
条
第
一
項
）。
こ
の
裁
判
所
は
、
第
一
九
条
に
示
さ
れ
る
区
別
に
従
い
、
新
た
な
期
間
、
収
容
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
、
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
行
い
う
る
（
第
二
二
条
第
二
項
）。

二　

累
犯
者
に
対
す
る
措
置

１　

序
論

　

立
法
の
準
備
作
業
に
お
い
て
、
累
犯
者
に
と
っ
て
は
刑
罰
の
威
嚇
効
果
は
完
全
に
失
わ
れ
て
お
り
、
刑
務
所
へ
の
頻
繁
な
滞
在
に
よ
っ
て

累
犯
者
は
刑
務
所
生
活
に
完
璧
に
順
応
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
と
さ
れ
、
累
犯
加
重
に
よ
る
対
処
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
た

）
1（
（

。

　

従
来
、
累
犯
者
の
刑
罰
は
加
重
さ
れ
、
出
所
後
は
、
警
察
の
特
別
監
視
の
対
象
と
な
り
え
た
。
こ
の
措
置
は
、
出
所
後
、
対
象
者
に
一
定

の
場
所
へ
の
滞
在
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
は
、
居
所
の
変
更
を
市
町
村
長
ま
た
は
警
察
署
長
に
届
け
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
、

重
罪
の
後
に
重
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
無
期
、
重
罪
の
後
に
軽
罪
を
犯
し
た
者
及
び
軽
罪
の
後
に
軽
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
五
年

（85－３・４－41）
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以
上
一
〇
年
以
下
で
あ
っ
た
。
上
記
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
八
日
か
ら
一
年
の
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
、
と

り
わ
け
小
さ
な
村
で
は
社
会
復
帰
と
の
両
立
が
困
難
で
、
観
察
措
置
は
対
象
者
に
向
け
ら
れ
る
疑
念
を
増
大
さ
せ
、
社
会
復
帰
の
あ
ら
ゆ
る

努
力
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
有
効
性
を
も
た
な
か
っ
た

）
11
（

。

　

そ
こ
で
、
一
九
三
〇
年
法
は
、
累
犯
に
関
す
る
刑
法
典
の
規
定
は
維
持
し
つ
つ
、
警
察
の
特
別
監
視
を
廃
止
し

）
11
（

、
こ
れ
に
代
え
て
、
政
府

の
拘
束
措
置
を
導
入
し
た
。
こ
の
措
置
は
、
累
犯
者
を
再
教
育
す
る
た
め
、
刑
期
満
了
時
に
一
定
の
期
間
、
特
別
な
施
設
に
収
容
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る

）
11
（

。

２　

対
象
者

ａ）　

重
罪
の
後
に
重
罪
を
犯
し
た
累
犯
者

　

こ
の
場
合
、
政
府
の
拘
束
措
置
は
必
要
的
で
、
期
間
は
二
〇
年
で
あ
る
（
第
二
四
条
）。

　

但
し
、
次
の
場
合
、
措
置
は
適
用
さ
れ
な
い
。
①
先
の
刑
罰
が
政
治
に
関
す
る
重
罪
に
つ
い
て
宣
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
（
第
二
四

条
）、
②
有
罪
宣
告
の
一
つ
に
復
権
が
あ
っ
た
場
合
（
第
二
五
条
第
三
項
準
用

）
11
（

）、
③
第
二
の
有
罪
宣
告
が
死
刑
ま
た
は
無
期
徒
刑
の
場
合

）
11
（

。

ｂ）　

重
罪
の
後
に
軽
罪
を
犯
し
た
累
犯
者
、
及
び
、
軽
罪
の
後
に
軽
罪
を
犯
し
た
累
犯
者

　

こ
の
場
合
、
政
府
の
拘
束
措
置
は
任
意
的
で
、
期
間
は
、
刑
期
が
一
年
以
上
の
拘
禁
刑
で
あ
れ
ば
一
〇
年
、
刑
期
が
一
年
未
満
の
拘
禁
刑

で
あ
れ
ば
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
で
あ
る
（
第
二
五
条
第
一
項
）。

ｃ）　

軽
罪
の
後
に
重
罪
を
犯
し
た
累
犯
者

　

こ
の
場
合
、
政
府
の
拘
束
措
置
は
任
意
的
で
、
期
間
は
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
で
あ
る
（
第
二
五
条
第
二
項
）。

ｄ）　

持
続
的
な
犯
罪
傾
向
を
呈
し
て
い
る
犯
罪
者

　

一
五
年
以
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
六
月
以
上
の
軽
罪
拘
禁
刑
を
受
け
る
三
つ
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
持
続
的
な
犯
罪
傾
向
を
呈
し
て
い
る
と
思

（法政研究 85－３・４－42）
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料
さ
れ
る
場
合
、
政
府
の
拘
束
措
置
は
任
意
的
で
、
期
間
は
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
で
あ
る
（
第
二
五
条
第
二
項
）。

　

但
し
、
ｂ）
～
ｄ）
に
お
い
て
、
次
の
場
合
、
措
置
は
適
用
さ
れ
な
い
。
①
先
の
有
罪
判
決
が
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
及
び
、

新
た
な
犯
罪
が
政
治
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
第
二
五
条
第
三
項
）、
②
有
罪
宣
告
の
一
つ
に
復
権
が
あ
っ
た
場
合
（
第
二
五
条
第
三

項
）。３　

人
権
保
障

　

政
府
の
拘
束
措
置
が
任
意
的
で
あ
る
場
合
、
新
た
な
措
置
が
宣
告
さ
れ
う
る
の
は
次
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
場
合
の
み
で
あ
る
。
①
先

の
手
続
の
一
件
書
類
が
新
た
な
訴
追
の
一
件
書
類
に
添
付
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
、
②
有
罪
判
決
の
理
由
が
決
定
の
中
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
。

　

こ
れ
は
、
個
人
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
二
重
の
保
障
と
さ
れ
、
後
者
の
要
件
は
、
法
律
の
文
言
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
理
由
づ

け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
純
粋
に
形
式
的
な
判
決
を
法
律
が
放
逐
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る

）
11
（

。

４　

期
限
前
釈
放

　

司
法
決
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
期
間
よ
り
前
に
釈
放
さ
れ
う
る
の
は
、
次
の
場
合
で
あ
る
。
①
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
き
、
司
法
大
臣

に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
仮
釈
放
に
よ
る
場
合

）
11
（

、
②
控
訴
院
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
終
局
的
釈
放
の
場
合
（
第
二
八
条
第
一
項
）。

５　

釈
放
請
求
手
続

　

政
府
の
拘
束
下
に
あ
る
累
犯
者
及
び
常
習
犯
人
は
、
控
訴
院
付
の
検
事
長
（procureur général

）
に
対
し
て
釈
放
を
請
求
す
る
。
検

事
長
は
、
必
要
と
思
料
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
結
果
を
一
件
書
類
に
付
記
し
た
上
で
、
そ
の
一
件
書
類
を
審
理
請
求
と
と
も

に
控
訴
院
軽
罪
部
に
委
ね
、
控
訴
院
軽
罪
部
は
、
弁
護
人
に
補
佐
さ
れ
た
当
事
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
理
由
を
付
し
た
判
決
に
よ
っ
て

（85－３・４－43）
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裁
定
を
下
す
（
第
二
八
条
第
一
項
）。

　

こ
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
、
政
府
の
拘
束
下
に
置
か
れ
る
期
間
が
一
〇
年
を
超
え
な
い
と
き
は
三
年
経
過
後
、
一
〇
年
を
超
え
る
と

き
は
五
年
経
過
後
で
な
け
れ
ば
、
被
収
容
者
は
再
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
第
二
八
条
第
二
項
、
第
三
項
）。

結
び
に
代
え
て

　

以
上
、
一
九
三
〇
年
法
の
内
容
を
中
心
に
、
ベ
ル
ギ
ー
保
安
処
分
論
の
流
れ
を
概
観
し
た
が
、
法
律
の
名
称
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

一
九
三
〇
年
法
は
社
会
防
衛
を
全
面
に
押
し
出
し
て
お
り
、
対
象
者
の
人
権
保
障
の
面
で
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
現
在
、
各
国
で
展
開
さ
れ
て
い
る
保
安
処
分
論
は
、
そ
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
対
象
者
へ
の
個
別
化
さ
れ
た
治
療
的
処
遇
を
挙
げ
る

の
が
一
致
し
た
特
徴
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
と
対
比
す
る
と
、
一
九
三
〇
年
法
の
治
安
主
義
的
側
面
は
際
だ
っ
て
み
え
る
。

　

な
お
、
保
安
処
分
論
に
お
い
て
は
、
危
険
性
判
断
の
困
難
さ
の
他
、
期
間
の
無
限
定
性
を
治
療
の
拡
充
で
ど
れ
だ
け
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
焦
点
と
な
り
う
る
が
、
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
を
克
服
し
た
保
安
処
分
論
は
未
だ
展
開
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

最
後
に
、
一
九
三
〇
年
法
成
立
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く

）
11
（

。
一
九
三
〇
年
法
は
、
委
員
会
ご
と
に
釈
放
率
が
ま
ち
ま
ち
で
運

用
状
況
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
仮
釈
放
後
の
約
半
数
が
再
犯
に
及
ぶ
等
、
十
分
な
成
果
が
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
成
立

後
五
年
で
改
正
論
議
が
起
こ
っ
た
。
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
改
正
委
員
会
は
、
一
九
三
〇
年
法
の
基
本
線
に
は
賛
同
し
つ
つ
、
精

神
異
常
者
に
と
っ
て
は
医
療
的
に
過
ぎ
、
心
神
喪
失
者
に
と
っ
て
は
抑
止
的
に
過
ぎ
る
と
し
て
、
主
に
、
心
神
喪
失
者
と
精
神
異
常
者
の
同

視
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
た
。
そ
の
上
で
、
同
委
員
会
は
、
一
九
三
九
年
、
心
神
喪
失
者
は
無
罪
と
し
、
社
会
的
危
険
性
を
呈
し
て
い
る
場

合
に
は
行
政
拘
禁
を
命
じ
、
精
神
異
常
者
に
は
上
限
及
び
下
限
を
設
け
た
収
容
命
令
を
下
す
旨
の
改
正
草
案
を
提
出
し
た

）
11
（

。
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し
か
し
、
こ
の
改
正
案
に
対
し
て
は
医
学
界
を
中
心
に
反
対
が
強
か
っ
た
た
め
、
一
九
三
〇
年
法
の
枠
組
み
を
維
持
し
た
小
改
正
が
新
委

員
会
に
よ
り
提
案
さ
れ
、
一
九
六
四
年
七
月
一
日
法
と
し
て
成
立
し
た
。
同
法
は
、
収
容
の
治
療
的
性
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
各
手
続
段

階
で
の
対
象
者
の
防
御
権
を
拡
充
す
る
こ
と
、
及
び
、
釈
放
要
件
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
社
会
を
保
護
す
る
こ
と
の
三
点
を
目
的
と
し
て
掲
げ

た
）
1（
（

。

　

そ
の
後
、
対
象
者
の
観
察
の
困
難
さ
、
防
御
権
を
含
む
法
律
上
の
保
障
の
脆
弱
さ
、
観
察
セ
ン
タ
ー
の
不
存
在
、
処
遇
の
不
十
分
さ
、
刑

務
所
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
収
容
体
制
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
噴
出
し
、
さ
ら
な
る
改
正
の
必
要
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
司
法
大
臣

に
よ
っ
て
一
九
九
六
年
に
設
置
さ
れ
た
一
九
六
四
年
法
改
正
委
員
会
は
、
用
い
ら
れ
る
述
語
の
精
確
さ
を
図
る
と
と
も
に
、
社
会
防
衛
委
員

会
を
行
刑
裁
判
所
に
置
換
、
非
拘
禁
措
置
の
実
施
可
能
性
を
制
限
す
る
等
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
案
を
提
出
し
、
こ
れ
が
、
二
〇
〇
七
年
四

月
二
一
日
法
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
法
は
施
行
前
に
廃
止
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
五
月
五
日
法
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
二
〇
一
四
年
法

は
、
行
刑
施
設
内
の
治
療
の
問
題
や
増
大
し
長
期
化
す
る
収
容
に
対
応
す
る
た
め
、
収
容
要
件
の
見
直
し
や
社
会
保
護
部
（cham

bre de 

protection sociale

）
の
創
設
等
を
行
っ
た

）
11
（

。

　

二
〇
一
四
年
法
も
ま
た
、
施
行
前
に
、
収
容
及
び
裁
判
に
係
る
諸
規
定
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
五
月
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
大
き
く
修
正

さ
れ
、
こ
の
新
法
は
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た

）
11
（

。
運
用
状
況
も
含
め
た
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

〈
資
料
〉
精
神
異
常
者
及
び
常
習
犯
人
に
対
す
る
社
会
防
衛
に
関
す
る
一
九
三
〇
年
四
月
九
日
の
法
律
条
文

・
精
神
異
常
者
及
び
常
習
犯
人
に
対
す
る
社
会
防
衛
に
関
す
る
一
九
三
〇
年
四
月
九
日
の
法
律

第
一
章
―
被
疑
者
の
観
察
（D

e la m
ise en observation des inculpés

）

第
一
条
―
被
疑
者
が
心
神
喪
失
（dém

ence

）
状
態
に
あ
る
か
、
ま
た
は
、
自
己
の
行
動
の
制
御
を
不
可
能
に
す
る
、
精
神
不
安
定

（déséquilibre m
ental

）
も
し
く
は
精
神
遅
滞
（débilité m

entale

）
の
重
大
な
状
態
に
あ
る
と
思
料
す
る
理
由
の
存
す
る
と
き
、
予
審
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裁
判
所
及
び
判
決
裁
判
所
は
、
法
律
が
予
防
拘
禁
（détention préventive

）
を
許
容
す
る
場
合
、
そ
の
者
を
行
刑
セ
ン
タ
ー
付
属
の
精

神
医
療
施
設
で
観
察
に
付
す
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
決
定
の
即
時
執
行
を
命
じ
る
。

第
二
条
―
こ
の
措
置
は
、
終
局
決
定
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
手
続
段
階
で
、
被
疑
者
及
び
そ
の
弁
護
人
の
意
見
が
聴
取
さ
れ
た
上
で
、
検
察
官
の

請
求
ま
た
は
被
疑
者
も
し
く
は
そ
の
弁
護
人
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
、
実
施
さ
れ
う
る
。

第
三
条
―
こ
の
請
求
及
び
申
立
て
は
、
移
送
命
令
ま
で
は
評
議
部
、
移
送
命
令
か
ら
判
決
ま
で
は
軽
罪
裁
判
所
、
控
訴
か
ら
判
決
ま
で
は
軽

罪
控
訴
部
、
移
送
命
令
か
ら
判
決
の
通
知
ま
で
は
控
訴
院
弾
劾
部
、
管
轄
決
定
の
審
級
の
間
も
控
訴
院
弾
劾
部
、
移
送
決
定
の
通
知
か
ら
は

重
罪
法
院
ま
た
は
重
罪
法
院
が
開
廷
期
で
な
い
場
合
に
は
控
訴
院
弾
劾
部
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。

　

申
立
て
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
以
内
に
決
定
が
下
さ
れ
る
。

　

検
察
官
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
任
を
負
う
裁
判
所
の
長
は
、
三
日
前
ま
で
に
、
出
頭
の
場
所
及
び
日
時
を
書
記
課
で
管
理
さ
れ
る

特
別
な
登
録
簿
に
記
載
さ
せ
る
。

　

書
記
官
は
、
そ
れ
を
書
留
郵
便
で
被
告
人
及
び
そ
の
弁
護
人
に
通
知
す
る
。

　

一
件
書
類
は
、
四
八
時
間
、
被
疑
者
の
弁
護
人
に
よ
っ
て
閲
覧
さ
れ
う
る
。

　

被
疑
者
は
、
常
に
、
自
ら
が
選
ん
だ
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
観
察
措
置
の
時
宜
性
に
つ
い
て
自
ら
の
意
見
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
―
検
察
官
及
び
被
疑
者
は
、
観
察
措
置
を
命
じ
ま
た
は
拒
否
す
る
、
評
議
部
及
び
軽
罪
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
控
訴
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

控
訴
は
、
一
八
七
四
年
四
月
二
〇
日
の
法
律
第
一
九
条
及
び
第
二
〇
条
に
従
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
、
裁
判
さ
れ
る
。

第
五
条
―
前
条
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
評
議
部
で
決
定
が
下
さ
れ
る
。

　

被
疑
者
が
そ
れ
を
要
求
す
る
場
合
、
憲
法
典
第
九
六
条
の
適
用
を
留
保
し
つ
つ
、
審
理
の
公
開
が
命
じ
ら
れ
る
。
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第
六
条
―
観
察
措
置
の
期
間
は
、
最
長
一
月
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
満
了
時
、
観
察
が
な
お
不
完
全
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
観
察
措
置
を
命

じ
た
裁
判
所
、
ま
た
は
、
そ
の
裁
判
所
が
開
廷
期
で
な
い
場
合
に
は
控
訴
院
弾
劾
部
は
、
最
長
一
月
、
観
察
の
延
長
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
延
長
は
更
新
さ
れ
う
る
が
、
観
察
措
置
は
い
か
な
る
場
合
も
六
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　

第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
観
察
措
置
の
手
続
は
、
延
長
請
求
に
適
用
さ
れ
る
。

　

観
察
措
置
が
終
了
し
た
際
、
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
被
疑
者
は
、
第
七
条
に
従
っ
て
即
時
収
容
が
命
じ
ら
れ
な
い
限
り
、
拘
置
所
ま

た
は
重
罪
拘
置
所
に
戻
さ
れ
る
。

第
二
章
―
心
神
喪
失
、
精
神
不
均
衡
ま
た
は
精
神
遅
滞
の
状
態
に
あ
る
被
疑
者
の
収
容
（D

e l’internem
ent des inculpés en état de 

dém
ence, de déséquilibre m

ental ou de débilité m
entale

）

第
七
条
―
判
決
裁
判
所
、
及
び
、
政
治
ま
た
は
出
版
に
関
す
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
が
問
題
と
な
る
場
合
で
な
い
限
り
で
、
予
審
裁
判
所
は
、

重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
行
為
を
し
、
か
つ
、
第
一
条
に
定
め
ら
れ
る
状
態
の
一
つ
に
あ
る
被
疑
者
に
対
し
、
政
府
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
組
織
さ
れ
た
特
別
な
施
設
の
一
つ
へ
の
即
時
収
容
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

当
該
決
定
は
、
第
一
九
条
に
示
さ
れ
る
区
別
に
従
い
、
五
年
、
一
〇
年
ま
た
は
一
五
年
の
収
容
期
間
を
定
め
る
。

第
八
条
―
収
容
を
命
じ
ま
た
は
拒
否
す
る
評
議
部
の
決
定
は
、
控
訴
院
弾
劾
部
に
控
訴
さ
れ
う
る
。

　

こ
の
控
訴
は
、
治
罪
法
典
第
二
〇
三
条
に
定
め
ら
れ
る
方
式
及
び
期
間
に
お
い
て
、
軽
罪
裁
判
所
の
書
記
課
へ
の
申
立
て
に
よ
っ
て
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

収
容
を
命
じ
ま
た
は
拒
否
す
る
判
決
裁
判
所
の
決
定
は
、
同
様
に
、
控
訴
さ
れ
う
る
。
控
訴
は
、
同
様
の
方
式
に
服
す
る
。

第
九
条
―
被
疑
者
が
要
求
す
る
場
合
、
評
議
部
及
び
控
訴
院
弾
劾
部
は
、
証
人
の
意
見
を
聴
取
し
、
憲
法
典
第
九
六
条
適
用
の
留
保
の
下
、

審
理
の
公
開
を
命
じ
る
。
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第
一
〇
条
―
重
罪
法
院
の
審
理
か
ら
被
疑
者
が
第
一
条
に
定
め
ら
れ
る
状
態
の
一
つ
に
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
ま
た

は
、
弁
護
側
が
提
案
す
る
場
合
、
以
下
の
補
充
的
質
問
が
陪
審
に
提
示
さ
れ
る
。：「
被
告
人
が
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
擬
律
さ
れ
る
よ
う
な

行
為
を
実
行
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か
。
被
告
人
が
、
心
神
喪
失
状
態
に
あ
る
か
、
ま
た
は
、
自
己
の
行
動
の
制
御
を
不
可
能
に
す
る
、
精
神

不
安
定
も
し
く
は
精
神
遅
滞
の
重
大
な
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
。」

　

肯
定
的
回
答
の
場
合
、
法
院
は
、
本
法
第
七
条
、
及
び
、
一
九
一
九
年
八
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
治
罪
法
典
第
三
六
四

条
に
従
い
、
収
容
に
関
す
る
決
定
を
下
す
。

　

政
治
ま
た
は
出
版
に
関
す
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
が
問
題
と
な
る
場
合
、
収
容
が
命
じ
ら
れ
う
る
の
は
、
法
院
及
び
陪
審
員
の
全
員
一
致
の

場
合
の
み
で
あ
る
。

第
一
一
条
―
収
容
が
命
じ
ら
れ
る
場
合
、
被
疑
者
ま
た
は
被
告
人
に
対
し
、
費
用
の
負
担
、
及
び
、
必
要
な
場
合
、
返
還
が
課
さ
れ
る
。

　

被
疑
者
ま
た
は
被
告
人
は
、
行
刑
セ
ン
タ
ー
付
属
の
精
神
医
療
施
設
に
送
致
さ
れ
る
。

第
一
二
条
―
公
訴
と
同
時
に
私
訴
が
係
属
し
た
刑
事
裁
判
所
は
、
本
法
第
七
条
の
場
合
、
私
訴
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限
を
保
持
す
る
。
こ

の
場
合
、
予
審
裁
判
所
及
び
判
決
裁
判
所
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
す
る
の
と
同
様
、
特
別
没
収
を
宣
告
さ
れ
る
。

第
三
章
―
行
刑
セ
ン
タ
ー
付
属
の
精
神
医
療
施
設
に
設
置
さ
れ
る
委
員
会
の
構
成
及
び
権
限
（D

e la com
position et des attributions 

des com
m

issions instituées auprès des annexes psychiatriques des centres pénitentiaires

）

第
一
三
条
―
付
属
の
各
精
神
医
療
施
設
に
は
、
控
訴
院
院
長
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
、
現
職
ま
た
は
名
誉
司
法
官
、
主
席
検
察
官

（procureur du roi

）
及
び
弁
護
士
会
会
長
（bâtonnier de l'O

rdre
）
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
三
つ
の
肩
書
の
重
複
名
簿
か
ら
司
法
大

臣
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
弁
護
士
会
構
成
員
（m

em
bre du barreau

）、
並
び
に
、
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
付
属
施
設
の
医
師

か
ら
な
る
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
。
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委
員
会
の
構
成
員
の
任
期
は
、
一
年
で
あ
る
。
各
構
成
員
に
は
代
行
人
を
置
く
。
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
職
員
が
秘
書
の
職
務

を
担
う
。

第
一
四
条
―
委
員
会
は
、
収
容
が
行
わ
れ
る
施
設
を
指
定
し
、
被
収
容
者
を
他
の
施
設
に
移
送
し
、
仮
釈
放
ま
た
は
終
局
的
釈
放
に
関
す
る

決
定
を
下
す
。

第
一
五
条
―
委
員
会
は
、
決
定
を
下
す
前
に
、
局
外
の
医
師
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

被
収
容
者
は
、
自
ら
の
選
定
し
た
医
師
に
よ
る
診
断
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
一
六
条
―
管
区
の
主
席
検
察
官
、
施
設
長
、
被
収
容
者
及
び
そ
の
弁
護
人
は
、
意
見
を
聴
取
さ
れ
る
。
一
件
書
類
は
、
四
八
時
間
、
被
収

容
者
の
弁
護
人
に
よ
っ
て
閲
覧
さ
れ
う
る
。

第
一
七
条
―
審
理
は
、
非
公
開
で
行
わ
れ
る
。
支
援
委
員
会
（com

ités de patronage

）
は
、
そ
の
構
成
員
の
一
人
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

う
る
。

第
一
八
条
―
被
収
容
者
の
他
施
設
へ
の
移
送
ま
た
は
釈
放
は
、
主
席
検
察
官
ま
た
は
被
収
容
者
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
う
る
。

第
四
章
―
収
容
期
間
及
び
被
収
容
者
の
釈
放
（D

e la durée de l'internem
ent et de la m

ise en liberté des internés

）

第
一
九
条
―
収
容
は
、
五
年
間
、
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
期
間
は
、
行
為
が
徒
刑
、
ま
た
は
、
特
別
も
し
く
は
無
期
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る
場

合
、
一
〇
年
と
な
り
、
行
為
が
死
刑
で
処
罰
さ
れ
る
場
合
、
一
五
年
と
な
る
。

第
二
〇
条
―
被
収
容
者
の
精
神
状
態
が
も
は
や
社
会
的
危
険
を
構
成
し
な
い
と
思
料
す
る
に
足
る
ほ
ど
に
改
善
さ
れ
て
い
る
場
合
、
第
三
章

に
定
め
ら
れ
る
委
員
会
は
、
釈
放
を
命
じ
る
。

第
二
一
条
―
被
収
容
者
の
釈
放
は
、
試
験
的
に
命
じ
ら
れ
う
る
。
こ
の
場
合
、
釈
放
決
定
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
期
間
及
び
態
様
に
お
い
て
、

少
な
く
と
も
一
年
間
、
精
神
医
療
監
視
（surveillance psychiatrique

）
に
服
す
る
。
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仮
釈
放
者
が
も
は
や
精
神
障
害
の
兆
候
を
呈
し
て
い
な
い
場
合
、
釈
放
は
終
局
的
と
な
る
。
そ
う
で
は
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
仮
釈
放
者

が
定
期
的
に
精
神
医
療
監
視
に
服
さ
な
い
場
合
、
仮
釈
放
者
が
現
在
す
る
管
区
の
主
席
検
察
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
仮
釈
放
者
は
、
第
一
四

条
に
従
っ
て
手
続
が
行
わ
れ
る
た
め
、
先
に
収
容
さ
れ
て
い
た
付
属
の
精
神
医
療
施
設
に
再
収
容
さ
れ
る
。

第
二
二
条
―
釈
放
が
委
員
会
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
主
席
検
察
官
は
、
第
一
九
条
で
定
め
ら
れ
る
期
間
の
満
了
前
、
収
容
を

命
じ
た
裁
判
所
に
手
続
を
遂
行
さ
せ
る
権
限
を
有
す
る
。

　

こ
の
裁
判
所
は
、
と
り
わ
け
、
付
属
の
精
神
医
療
施
設
の
医
師
、
及
び
、
被
収
容
者
が
現
在
す
る
施
設
の
長
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
第

一
九
条
に
示
さ
れ
る
区
別
に
従
い
、
新
た
な
期
間
、
収
容
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
も
、
同
じ
態
様
で
更
新
さ
れ

う
る
。

　

重
罪
法
院
は
、
陪
審
の
関
与
な
し
に
決
定
を
下
す
。

第
二
三
条
―
重
罪
ま
た
は
軽
罪
で
有
罪
宣
告
を
受
け
、
拘
禁
中
、
心
神
喪
失
状
態
、
ま
た
は
、
自
己
の
行
動
の
制
御
を
不
可
能
に
す
る
、
精

神
不
安
定
も
し
く
は
精
神
遅
滞
の
重
大
な
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
は
、
第
一
三
条
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
の
一
致
し
た
意
見

に
基
づ
き
下
さ
れ
た
司
法
大
臣
の
決
定
に
従
い
、
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
組
織
さ
れ
た
特
別
な
施
設
の
一
つ
に
収
容
さ
れ
う
る
。
当
該
被

有
罪
宣
告
者
は
、
刑
期
満
了
時
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
第
七
条
、
第
一
九
条
及
び
第
二
二
条
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
こ
れ

ら
の
条
項
が
規
定
す
る
期
間
、
有
罪
判
決
を
宣
告
し
た
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
、
上
記
施
設
に
と
ど
ま
り
う
る
が
、
既
に
執
行
さ
れ
た
拘

禁
刑
ま
た
は
収
容
の
期
間
が
場
合
に
よ
っ
て
は
控
除
さ
れ
る
。

第
二
三
条
の
二
―
［
本
法
第
七
条
の
適
用
に
よ
っ
て
社
会
防
衛
施
設
に
収
容
さ
れ
る
被
疑
者
の
生
活
費
は
、
被
収
容
者
自
身
、
ま
た
は
、
支

払
い
能
力
が
あ
る
場
合
、
被
収
容
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
者
が
負
担
す
る
。
扶
養
義
務
者
が
支
払
い
能
力
を
有
し
な
い
場
合
、
こ
の
費

用
は
、
国
が
負
担
す
る
。

　

第
二
三
条
に
従
い
収
容
さ
れ
た
被
有
罪
宣
告
者
の
生
活
費
は
、
刑
期
満
了
ま
で
、
国
が
負
担
す
る
。
収
容
が
延
長
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
ら
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の
費
用
は
、
被
収
容
者
自
身
、
ま
た
は
、
支
払
い
能
力
が
あ
る
場
合
、
被
収
容
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
者
が
負
担
す
る
。
扶
養
義
務
者

が
支
払
い
能
力
を
有
し
な
い
場
合
、
こ
の
費
用
は
、
国
が
負
担
す
る
。
―
一
九
三
三
年
八
月
一
四
日
の
王
令
第
一
条
］

第
五
章
―
累
犯
者
及
び
常
習
犯
人
（D

es récidivistes et des délinquants d'habitude

）

第
二
四
条
―
刑
法
典
第
五
四
条
及
び
第
五
七
条
で
定
め
ら
れ
る
場
合
、
先
の
刑
罰
が
政
治
に
関
す
る
重
罪
に
つ
い
て
宣
告
さ
れ
た
も
の
で
な

い
限
り
で
、
累
犯
者
は
、
有
罪
判
決
に
よ
っ
て
、
刑
期
満
了
後
、
二
〇
年
間
、
政
府
の
拘
束
下
に
置
か
れ
る
。

第
二
五
条
―
累
犯
者
は
、
刑
法
典
第
五
六
条
及
び
第
五
七
条
で
定
め
ら
れ
る
場
合
、
有
罪
判
決
に
よ
っ
て
、
当
該
刑
期
が
一
年
以
上
の
拘
禁

刑
で
あ
る
と
き
、
刑
期
満
了
後
、
一
〇
年
間
、
政
府
の
拘
束
下
に
置
か
れ
う
る
。
累
犯
者
は
、
有
罪
判
決
に
よ
っ
て
、
当
該
刑
期
が
一
年
未

満
の
拘
禁
刑
で
あ
る
と
き
、
刑
期
満
了
後
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
期
間
、
政
府
の
拘
束
下
に
置
か
れ
う
る
。

　

同
様
の
措
置
は
、
軽
罪
の
後
に
重
罪
を
犯
す
累
犯
の
場
合
、
及
び
、
一
五
年
以
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
六
月
以
上
の
軽
罪
拘
禁
刑
を
受
け
る
三

つ
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
持
続
的
な
犯
罪
傾
向
を
呈
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
取
ら
れ
う
る
。

　

本
条
は
、
先
の
有
罪
判
決
が
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
宣
告
さ
れ
た
場
合
や
新
た
な
犯
罪
が
政
治
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ

な
い
。

　

復
権
を
受
け
た
有
罪
判
決
は
顧
慮
さ
れ
な
い
。

第
二
六
条
―
措
置
が
法
律
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
累
犯
の
基
礎
を
構
成
す
る
犯
罪
に
関
す
る
訴
訟
記
録
は
手
続
の
一
件
書
類

に
添
付
さ
れ
、
判
決
理
由
が
判
決
に
明
記
さ
れ
る
。

第
二
七
条
―
政
府
の
拘
束
下
に
あ
る
累
犯
者
及
び
常
習
犯
人
は
、
必
要
な
場
合
、
王
令
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
施
設
に
収
容
さ
れ
る
。

第
二
八
条
―
第
二
四
条
及
び
第
二
五
条
に
よ
り
政
府
の
拘
束
下
に
あ
る
累
犯
者
及
び
常
習
犯
人
は
、
こ
の
決
定
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
累
犯
者
及
び
常
習
犯
人
は
、
政
府
の
拘
束
下
に
置
く
旨
の
判
決
を
宣
告
し
た
裁
判
所
の
所
在
す
る
管
轄
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内
に
あ
る
控
訴
院
付
の
検
事
長（procureur général

）に
対
し
て
請
求
す
る
。
検
事
長
は
、
必
要
と
思
料
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
収
集
し
、

そ
の
結
果
を
一
件
書
類
に
付
記
し
た
上
で
、
そ
の
一
件
書
類
を
審
理
請
求
と
と
も
に
控
訴
院
軽
罪
部
に
委
ね
、
控
訴
院
軽
罪
部
は
、
弁
護
人

に
補
佐
さ
れ
た
当
事
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
理
由
を
付
し
た
判
決
に
よ
っ
て
裁
定
を
下
す
。

　

こ
の
請
求
は
、
刑
期
満
了
後
三
年
間
、
そ
の
後
は
、
政
府
の
拘
束
下
に
置
か
れ
る
期
間
が
一
〇
年
を
超
え
な
い
場
合
、
三
年
ご
と
に
三
回
、

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
他
の
場
合
、
請
求
は
、
五
年
経
過
後
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
五
年
ご
と
に
五
年
間
更
新
さ
れ
う
る
。

第
六
章
―
一
般
規
定
（D

ispositions générales

）

第
二
九
条
―
軽
罪
及
び
重
罪
の
手
続
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
本
法
が
定
め
る
例
外
を
除
い
て
、
本
法
で
対
象
と
な
る
手
続
に
適
用
さ
れ
る
。

第
三
〇
条
―
以
下
の
規
定
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
三
部
第
九
編
を
含
む
一
八
九
四
年
六
月
一
八
日
の
法
律
に
追
加
さ
れ
る
。：

　
「
第
四
四
七
条
の
二
―
精
神
異
常
者
及
び
常
習
犯
人
に
対
す
る
社
会
防
衛
に
関
す
る
法
律
に
従
っ
て
宣
告
さ
れ
る
、
心
神
喪
失
、
精
神
不
安
定

ま
た
は
精
神
遅
滞
の
状
態
に
あ
る
被
疑
者
及
び
被
告
人
の
収
容
を
命
じ
る
決
定
は
、
第
四
四
三
条
乃
至
第
四
四
七
条
に
従
い
修
正
さ
れ
う
る
。」

第
三
一
条
―
以
下
の
も
の
は
廃
止
さ
れ
る
。：
警
察
の
特
別
監
視
に
関
す
る
刑
法
典
の
諸
規
定
、
刑
法
典
第
七
六
条
、
精
神
病
者
（aliénés

）

の
制
度
に
関
す
る
、
と
り
わ
け
、
一
八
七
三
年
一
二
月
二
八
日
の
法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
一
八
五
〇
年
六
月
一
八
日
の
法
律
に
含
ま
れ

る
、
本
法
に
反
す
る
諸
規
定
。

第
三
二
条
―
本
法
の
施
行
日
は
政
府
が
定
め
る
。

第
七
章
―
経
過
規
定
（D

isposition transitoire

）

第
三
三
条
―
本
法
の
施
行
時
に
既
判
力
を
有
す
る
、
警
察
の
特
別
監
視
を
命
じ
た
判
決
は
、
引
き
続
き
執
行
さ
れ
る
。
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本
法
に
審
署
し
た
上
で
、
本
法
に
国
璽
が
押
印
さ
れ
、
本
法
が
「
官
報
（M

oniteur

）」
よ
っ
て
公
表
さ
れ
る
よ
う
命
令
す
る
。

一
九
三
〇
年
四
月
九
日　

Bruxelles

に
て

国
王　

A
lbert.

司
法
大
臣
：P.-E. Janson.

国
璽
尚
書
、
司
法
大
臣
：P.-E. Janson.

（
１ 

）A
. PRIN

S

の
諸
説
に
つ
い
て
は
、Adolphe PRIN

S, La défense sociale et les transform
ations du droit pénal, 1910, M

isch et T
hron

等

参
照
。

（
２
）CA

H
EN

, Roger, Le régim
e pénitentiaire Belge et la Loi de défense sociale, 1936, Récueil Sirey, p.115

参
照
。

（
３
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.116

参
照
。

（
４ 

）
一
八
六
七
年
刑
法
典
第
七
一
条
「
被
告
人
が
行
為
時
に
心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、
被
告
人
が
抵
抗
で
き
な
い
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ

た
場
合
に
は
、
犯
罪
は
存
在
し
な
い
」。

（
５
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.115

参
照
。

（
６ 

）CA
H

EN
, op. cit. 

（note 2

）, p.117

参
照
。
一
九
三
〇
年
以
前
、
重
罪
を
犯
し
た
精
神
病
者
（aliénés

）
の
た
め
の
特
別
区
がT

ournai

に
あ
っ
た

（Ibid.

）。

（
７ 

）
一
八
六
七
年
刑
法
典
第
七
六
条
「
満
一
六
歳
以
上
の
聾
唖
者
が
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
犯
し
た
場
合
、
弁
識
能
力
な
く
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と
き
は
、

そ
の
者
は
無
罪
と
な
る
。
そ
の
者
は
、
五
年
を
超
え
な
い
年
数
、
そ
こ
で
拘
禁
さ
れ
か
つ
教
育
さ
れ
る
た
め
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
施
設
に
収

容
さ
れ
う
る
。
そ
の
者
が
弁
識
能
力
を
も
っ
て
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と
き
は
、
刑
罰
は
、
本
法
典
第
七
三
条
、
第
七
四
条
及
び
第
七
五
条
に
従
っ
て

宣
告
さ
れ
る
」。
な
お
、CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.118

に
よ
れ
ば
、「
い
か
な
る
法
律
も
第
七
六
条
の
適
用
さ
れ
る
聾
唖
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
の

施
設
を
定
め
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。

（85－３・４－53）
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（
８
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.118

参
照
。

（
９ 

）M
A

RY
, Philippe, La défense sociale en Belgique: Flux et reflux du droit pénal de la dangerosité, dans H

um
anism

e et justice, 
M

élanges en l’honneur de Geneviève GIU
D

ICELLI-D
ELA

GE, 2016, D
alloz, p.147

参
照
。

（
10 
）M

A
RY

, op. cit. （note 9

）, p.147

参
照
。

（
11
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, pp.231-232

参
照
。

（
12
）GO

ED
SEELS,Jos. M

. C. X
., Com

m
entaire du code pénal belge, tom

e 1, 2
e éd., 1948, Établissem

ents Ém
ile Bruylant, p.206.

（
13 

）PICA
RD

,O
., D

élinquants anorm
aux et récidivistes, Com

m
entaire de la loi du 9 avril 1930, dite de défense sociale, à l’égard des 

anorm
aux et des délinquants d’habitude, 1931, Éditions de la Société d’études m

orales, sociales et juridiques, p.14.

（
14
）PICA

RD
, op. cit. （note 13

）, p.13.

（
15 

）GO
ED

SEELS, op. cit. 
（note 12

）, p.210

に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
法
文
上
は
、
弁
護
人
は
依
頼
人
な
し
で
行
動
し
う
る
が
、
職
業
上
、
弁
護
人

が
依
頼
人
の
利
益
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
と
さ
れ
る
。
な
お
、CO

RN
IL,L., Loi de défense sociale à l’égard des 

anorm
aux et des délinquants d’habitude du 9 avril 1930, 1930, Cour d’A

ppel de Bruxelles, p.26

参
照
。

（
16 

）PICA
RD

, op. cit. （note 13

）, p.17.

（
17
）A

rrêté royal n
o 236 du 20 janvier 1936, art.5.

（
18
）
憲
法
典
第
九
六
条
は
、
公
の
秩
序
ま
た
は
良
俗
に
と
っ
て
危
険
で
な
い
限
り
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
審
判
の
公
開
を
定
め
て
い
る
。

（
19
）GO

ED
SEELS, op. cit. （note 12

）, pp.215-216.

（
20
）GO

ED
SEELS, op. cit. （note 12

）, p.217.

（
21
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.231.

（
22
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.232.

（
23
）
一
九
三
〇
年
法
第
三
一
条
。

（
24
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.232.

（
25
）CA
H

EN
, op. cit. （note 2

）, p.234

、
及
び
、CO

RN
IL, op. cit. （note 15

）, p.86.

（
26
）
こ
の
場
合
、
対
象
が
な
く
、
政
府
の
拘
束
措
置
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
（CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.234

）。

（
27
）CA

H
EN

, op. cit. （note 2

）, p.237.

（
28 

）CA
H

EN
, op. cit. 

（note 2

）, p.239

参
照
。
仮
釈
放
は
、
社
会
防
衛
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
も
の
で
、
委
員
会
の
提

案
に
基
づ
き
、
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
。
委
員
会
は
、
主
席
検
察
官
を
長
と
し
、
司
法
大
臣
の
代
理
人
及
び
社
会
復
帰
を
支
援
す
る
慈
善
団
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体
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（Ibid.

）。

（
29 

）
一
九
三
〇
年
法
成
立
か
ら
今
日
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
、K

U
T

Y
, Franklin, Principes généraux du droit pénal belge, tom

e 4: la 
peine, 2017, Éditions Larcier, p.1190

等
参
照
。

（
30 
）M

A
RY

, op. cit. （note 9

）, pp.148-149

参
照
。

（
31 

）M
A

RY
, op. cit. （note 9

）, pp.149-150

参
照
。

（
32 

）M
A

RY
, op. cit. （note 9

）, pp.152-158

参
照
。

（
33 

）K
U

T
Y

, op. cit. （note 29

）, p.1190

、
及
び
、M

A
RY

, op. cit. （note 9

）, pp.159-160

等
参
照
。

（85－３・４－55）


